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国⼟交通省 近畿運輸局 厚⽣労働省 和歌山労働局

問い合わせ先
（所属）⾃動⾞監査指導部
（担当）坂井・小田・渡部
（電話）０６-６９４９-６４４８

問い合わせ先
（所属）労働基準部 監督課
（担当）津田・中前
（電話）０７３-４８８-１１５０

近畿運輸局及び近畿各労働局が共同で荷主関係団体へ要請

貨物⾃動⾞運送事業における過労運転防止及び

荷役作業による労働災害防⽌のための協⼒要請について

近畿運輸局及び和歌山労働局を始めとする近畿２府４県各労働局は、平成18年度から貨物⾃動⾞運
送事業（トラック運送事業）における過労運転防止及び荷役作業による労働災害の防止のため、発注条件
等への配慮について、トラック運送業務を発注する荷主関係団体に対する協⼒要請を⾏ってきました。

また、平成27年度に発⾜した「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」においても、学識経
験者、荷主、トラック運送事業者及び⾏政機関（国⼟交通省・厚⽣労働省）などの関係者が⼀体となり、ト
ラック運送業における取引環境の改善及び⻑時間労働の抑制を実現するための具体的環境整備を図っている
ところです。
こうしたことから、近畿運輸局（局⻑ 坂野 公治）、和歌⼭労働局（局⻑ 松淵 厚樹）では、本年度
も貨物運送業務を発注する荷主団体（計19団体）に対して、発注条件への配慮について協⼒要請を⾏い
ましたのでお知らせします。
なお本年度、国⼟交通省においては、乗務記録の記載項目に「荷待ち時間の記入」を義務づけたこととあわ
せ、「標準運送約款」の改正を⾏ったことにより、要請事項を追加しています。
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要請のポイント

添付資料 荷主要請文（写）

配 布 先
労 農 記 者 ク ラ ブ

•発注条件の明示
•無理のない到着時間の設定
•荷受け、積卸し時間の設定
•トラック運送事業者の選定
•適切な運賃等の収受（「運賃」「料⾦」の明確化、待機時間の対価、
附帯作業の明確化、燃料サーチャージ制の導⼊等）

トラック運転者の過労運転防止のために

•安全管理体制整備
•墜落防⽌対策
•フォークリフトによる労働災害防止対策
•腰痛予防対策

労働災害の防止のために

•荷主勧告制度
•物流特殊指定における禁⽌⾏為

トラック運送事業者との適正取引のために




